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○　様式及び添付書類

No

1 （特別管理）産業廃棄物処理業廃止／変更届出書（様式第十一（十七）号）

2

(1)

(2)

3

(2)

(3)

4

（２）

（３）

（５）

（６）

（７）

（８）

5

　注１）車両番号が明瞭に確認できること。

　注２）車両荷台側面がシート等で覆われていないこと（車体側面の表示が隠れないように）。

次ページへ

　注４）車両の側面に「産業廃棄物の収集運搬の用に供する車両である旨」、「事業者名」、
　　　　「許可番号の下６桁以上」が表示されていることが明瞭に確認できること。

　注５）新規許可申請時には、注４）の写真に代え、表示案を提出してください。
　　　　（他県等で既に許可を取得している場合を除く。）

書類の名称

変更後の事務所（契約事務等を行う場所）の不動産登記事項証明書（建物）

(1)

住民票の写し（市町村発行の証明書原本。本籍地（外国籍の場合は国籍・地域）の記載があり、マイナン
バーの記載がないもの）

登記されていないことの証明書（提出できない場合には、当該業務を適切に行うことができることを証する書類を提出していた

だく必要があるため、事前にご相談ください） ◆

　注３）車両に他事業者の名称が表記されていないこと。

収集運搬業者／車両、船舶の変更

法務局発行の公図（事務所及び事業場の位置を直接記載してください）

事業場（駐車場）に係る見取り図

新規車両、船舶の写真（車両全体が判別するよう前・横から撮影したもの）

　（岩手県許可）

 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業　廃止・変更届 添付書類一覧（個人用）

　　　※変更のあった日から10日以内に(登記が必要な場合は登記後速やかに）に提出してください。
　　　※住民票等は、原則として3ヶ月以内に発行された原本を添付してください。
　　　※代理人が届出を行う場合は委任状を添付してください。
　　　　また、届出書第１面に代理人の住所、氏名を記載し押印をしてください。
　　　※「収集運搬業」と「処分業」で届出様式は共通になります。

氏名の変更

政令で定める使用人の変更 

住所、事務所又は事業場の所在地の変更

新旧対照表
(1)

(2)

　注）新旧対照表は、変更前・変更後の全車両、全船舶が記載されているものを提出してください。

 注）変更前・変更後の住所、事務所又は事業場の全所在地が記載されたものを提出してください。

賃貸借契約書等の写し（不動産を借用している場合） 

新旧対照表

変更後の申請者の住民票の写し（市町村発行の証明書原本。本籍地に変更がある場合は本籍地記載のもの）

変更後の事業場（駐車場・施設）の不動産登記事項証明書（土地）

(１)
新旧対照表

登記されていないことの証明書（提出できない場合には、当該業務を適切に行うことができることを証する書類を提出していた

だく必要があるため、事前にご相談ください） ◆

住民票の写し（市町村発行の証明書原本。本籍地（外国籍の場合は国籍・地域）の記載があり、マイナン
バーの記載がないもの）

 注）変更前・変更後の使用人全員が記載されたものを提出してください。

事務所及び事業場に係る住宅地図の写し

（４）
　注）地目が畑、田の場合は農地転用許可証の写しもあわせて添付してください。
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5

(5)

6
(1)

(2)

(3)

(4)
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8
(1)
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(1)

盛岡市の産業廃棄物収集運搬業許可証の写し

欠格要件に係る届出　（この届は、欠格要件に該当するに至った日から２週間以内に提出してください）

賃貸借契約書等の写し（不動産を借用している場合）

・中間処理施設については、売買契約書の写しと領収書等の施設の所有権を有することを証明する書類

保管施設の平面図、立面図、断面図、構造図、保管計画書及び付近の住宅地図の写し

（岩手県許可）

 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業　廃止・変更届 添付書類一覧（個人用）

　　　※変更のあった日から10日以内に(登記が必要な場合は登記後速やかに）提出してください。
　　　※住民票等は、原則として3ヶ月以内に発行された原本を添付してください。
　　　※代理人が届出を行う場合は委任状を添付してください。
　　　　また、届出書第１面に代理人の住所、氏名を記載し押印をしてください。
　　　※「収集運搬業」と「処分業」で届出様式は共通になります。

書類の名称

・車検証の写し又は自動車検査証記録事項

　注）◆の書類及び図面については、設置許可対象施設又は事前協議を終了している施設の場合、
　　　提出を省略することができます。

・当該施設の付近の住宅地図の写し

・法第１５条の許可の対象外施設については、事前協議結果通知書の写し

施設に関する書類

・施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書◆

船舶の場合

土地に関する書類

・不動産登記事項証明書

・賃貸借契約書等の写し（不動産を借用している場合）

賃貸借契約書等の写し（車両、船舶を借用している場合）

　注）事前協議を終了している施設の場合、事前協議結果通知書の写しを添付することにより省略することができます。

欠格要件に該当するに至ったことを示す関係書類

盛岡市の積替許可に関する事項の変更

当該建物、土地の不動産登記事項証明書

法務局発行の公図（保管場所の位置を直接記載してください）

処分業者／事業の用に供する施設並びにその設置場所及び構造又は規模の変更

収集運搬業者／車両、船舶の変更

(4)

車両の場合

・海運業を証明する書類（内航定期傭船契約書等）

積替保管に関する事項（所在地、面積、産廃の種類、保管上限、保管の高さ）の変更

(2)

(3)

・船名及び表示が確認できる、船舶の写真

・船舶国籍証明書

・船舶検査証書

(1)

・法第１５条の許可を受けた施設については、許可証の写し

・中間処理施設については、保管施設の平面図、立面図、断面図、構造図、処分前後の保管計画書◆

・最終処分場については、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面◆

・積載量を証明する書類（積載重量トン鑑定書等）


